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統計から見た県民のスポーツ行動 
                             (社会生活基本調査結果に基づく) 
   
                                  平成 30 年６月 
                                  三重県戦略企画部統計課 
 
 

 『スポーツは人生を豊かにし、私たちに幸福を実感させるものである』 

 

平成 27年 4月 1日に施行された「三重県スポーツ推進条例」の前文冒頭の一節です。 

県では、この条例に基づき、子どもの体力の向上及びスポーツ活動の充実、地域にお

けるスポーツ活動の推進、競技力の向上、障がい者によるスポーツ活動の推進、スポー

ツを通じた地域の活性化といった政策に取り組んでいます。 
こうした中、いよいよ来月から開催の全国高等学校総合体育大会をはじめ、平成 33年

には国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会が予定され、その前年の平成 32年には東

京オリンピック・パラリンピック競技大会と、本県スポーツの推進に大きなチャンスが

訪れています。 

  

一方、国も平成 27年 10月に「スポーツ庁」を設置（平成 23年制定のスポーツ基本法

（昭和 36 年「スポーツ振興法」を 50 年ぶりに全面改正）附則に基づき設置）し、スポ

ーツの振興に取り組んでいます。 

 

そこで、今回、平成 28年に実施された５年周期調査の「社会生活基本調査 生活行動

に関する結果」に基づき、県民の「スポーツ行動」について、全国比較や前回調査（平

成 23年）との比較等の分析を行いました。 
 

 

 県民の「スポーツ」行動 （総務省「平成 28年社会生活基本調査」による） 

 
 

○平成 28年社会生活基本調査について 
・指定する調査区（全国で約 7,300 調査区）内にある世帯のうちから，無作為に選定した約８

万８千世帯に居住する 10歳以上の世帯員約 20万人を対象に平成 28年 10月 20日現在で実施。
（全国の標本数は 179,297人、三重県の標本数は 3,538人） 

・「スポーツ」は、職業スポーツ選手が仕事として行うものや、学生が体育の授業で行うもの
は除き、クラブ活動や部活動は含む。 

〔用語〕 

・行動者率 … 10歳以上人口に占める過去１年間に該当する種類の活動を行った人の割合（％） 

・スポーツの種類別行動者率 … それぞれの種類別で活動を行った人の割合であるため、１人

で数種類行った場合はそれぞれの種類の行動者率に反映される。「スポーツ」全

体では、１人で何種類の活動を行っても１人として計算される。 

・行動者 平均時間 …行動をした人のみについて、1 日の行動時間（週全体平均）をみたもの 
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 <参考＞ スポーツの実施状況等に関する世論調査（平成 29 年、スポーツ庁） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


